
（6）〔市議会だよりさって〕No.116

こんな審査がされました

令
和
6
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て	
（
議
案
第
41
号
）

問
　
歳
入
の
軽
自
動
車
税
は
市
の
収

入
と
し
て
大
き
い
。
軽
自
動
車
の「
使

用
の
本
拠
の
位
置
」
は
本
社
で
は
な

く
、
実
際
に
使
用
し
て
い
る
地
域
の

支
店
や
営
業
所
で
の
登
録
と
な
る

が
、
市
内
の
企
業
は
こ
の
ル
ー
ル
に

則
っ
て
登
録
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た

現
地
調
査
は
行
っ
て
い
る
か
。

答
　
全
て
定
置
場
の
所
在
で
課
税
す

る
よ
う
お
願
い
し
て
お
り
、
そ
の
制

度
に
基
づ
い
て
課
税
し
て
い
る
。
現

地
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
疑
義

の
生
じ
る
案
件
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場

所
に
伺
う
可
能
性
は
あ
る
。

問
　
男
女
共
同
参
画
推
進
協
議
会

委
員
報
酬
が
9
人
分
と
な
っ
て
い
る

が
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る

か
。

答
　
主
に
機
関
紙
「
モ
ア
」
の
編
集

作
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

問
　
幸
手
市
し
あ
わ
せ
家
族
ウ
ェ
ル

カ
ム
補
助
金
」
に
つ
い
て
、
予
算
３

０
０
万
円
・
交
付
件
数
30
件
、
1
件

あ
た
り
10
万
円
と
な
る
。
全
額
使
用

さ
れ
た
か
。
ま
た
本
制
度
の
効
果
は
。

答
　
上
限
10
万
円
を
限
度
に
住
宅
取

得
価
格
の
5
％
を
交
付
し
て
お
り
、

昨
年
度
は
30
件
す
べ
て
上
限
の
10

万
円
・
合
計
３
０
０
万
円
を
全
額
交

付
し
た
。
効
果
に
つ
い
て
毎
年
ア
ン

ケ
ー
ト
を
行
っ
て
お
り
、
約
75
％
の

方
が
「
転
入
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」

と
回
答
し
て
い
る
。

幸
手
市
ふ
る
さ
と
応
援
基
金

条
例	
（
議
案
第
49
号
）

問
　
応
援
基
金
の
目
的
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。

答
　
ふ
る
さ
と
納
税
お
よ
び
企
業
版

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
寄
附
金
の
使

途
を
明
確
に
し
、
頂
い
た
寄
附
を
円

滑
か
つ
計
画
的
に
運
用
す
る
た
め
、

年
度
間
で
寄
附
額
に
増
減
が
あ
る
場

合
に
も
、
基
金
に
積
み
立
て
て
平
準

化
を
図
り
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
や
福
祉
な
ど
指
定
さ
れ
た
事
業
に

安
定
的
に
充
て
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

令
和
7
年
度
年
度
幸
手
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

（
議
案
第
62
号
）

問
　
埼
葛
人
権
施
策
推
進
事
務
研
究

会
負
担
金
と
埼
葛
郡
市
人
権
施
策
推

進
協
議
会
負
担
金
に
つ
い
て
、
減
額

に
な
っ
た
理
由
は
。

答
　
埼
葛
人
権
施
策
推
進
協
議
会

及
び
事
務
研
究
会
か
ら
退
会
し
た
こ

と
に
伴
う
減
額
。
部
落
差
別
解
消
に

向
け
た
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
施

策
に
つ
い
て
、
昨
年
1
年
間
か
け
て

慎
重
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ

ま
で
は
埼
葛
12
市
町
で
共
同
事
業
を

行
っ
て
き
た
が
、
令
和
6
年
度
に
は

久
喜
市
・
吉
川
市
が
抜
け
、
10
市
町

で
の
実
施
と
な
っ
た
。
そ
の
上
で
今

後
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
総
合
的

に
判
断
し
て
退
会
す
る
こ
と
と
し
た
。

幸
手
市
長
の
給
与
の
減
額
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例	

（
議
案
第
70
号
）

問
　
市
長
の
給
与
減
額
に
至
っ
た
理

由
は
何
か
。

答
　
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の

不
適
正
な
事
務
処
理
に
関
し
、
管
理

監
督
者
と
し
て
自
身
の
責
任
を
明
確

に
示
す
た
め
、
減
額
条
例
を
提
出
し

た
。

問
　
関
係
し
た
職
員
の
処
分
は
い
つ

明
ら
か
に
な
る
の
か
。

答
　
関
係
者
が
多
岐
に
渡
る
た
め
、

現
在
精
査
中
で
あ
る
。
市
長
の
責
任

は
先
行
し
て
明
確
化
し
た
が
、
職
員

分
も
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
対
応
、

報
告
す
る
。

問
　
下
水
道
受
益
者
負
担
金
に
係

る
不
適
正
な
事
務
が
発
生
し
た
原
因

は
。

答
　
平
成
28
年
度
の
担
当
か
ら
同

29
年
度
の
後
任
へ
の
引
継
ぎ
に
不

備
が
あ
っ
た
こ
と
が
発
端
。
た
だ
し

引
継
ぎ
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
所

管
事
務
の
法
令
確
認
・
共
有
が
不
十

分
だ
っ
た
点
が
そ
も
そ
も
問
題
で
あ

り
、
分
限
懲
戒
委
員
会
で
も
論
点
と

な
っ
て
い
る
。

問
　
分
限
懲
戒
の
結
果
、
想
定
外
の

重
大
事
実
が
判
明
し
た
場
合
、
再
度

の
減
額
等
も
柔
軟
に
検
討
す
る
か
。

答
　
想
定
外
の
事
実
が
あ
れ
ば
柔
軟

に
検
討
す
る
。

総
務
常
任
委
員
会
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こんな審査がされました

令
和
6
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て	
（
議
案
第
41
号
）

問
　
交
通
指
導
員
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
し
て
い
る
の
か
。

答
　
登
校
時
の
横
断
歩
道
で
の
誘

導
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
市
長
が
十

五
名
以
内
を
委
嘱
し
、
活
動
に
応
じ

て
日
額
３
２
０
０
円
を
支
給
し
て
い

る
。

問
　
駅
周
辺
の
放
置
自
転
車
へ
の
対

応
は
。

答
　
週
４
回
巡
回
し
、
撤
去
を
行
っ

て
い
る
。
撤
去
し
た
自
転
車
は
14
日

間
保
管
し
、
３
か
月
後
も
申
し
出
が

な
け
れ
ば
処
分
し
て
い
る
。
令
和
６

年
度
は
８
台
を
処
分
し
た
。

問
　
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
利
用
状

況
は
。

答
　
登
録
者
は
９
６
７
人
、
一
日
平

均
利
用
者
は
８
人
で
あ
る
。

問
　
空
き
家
の
現
状
は
。

答
　
７
７
５
件
を
確
認
し
て
お
り
、

約
６
割
が
旧
耐
震
基
準
で
建
築
さ
れ

た
も
の
。
所
有
者
の
半
数
以
上
が
65

歳
以
上
で
、
売
却
や
賃
貸
を
希
望

し
て
も
活
用
が
進
ま
な
い
場
合
が
あ

る
。

問
　
敬
老
祝
金
の
支
給
対
象
は
。

答
　
88
歳
に
１
万
円
（
２
６
９
人
）、

99
歳
に
２
万
円
（
17
人
）、
１
０
０

歳
に
５
万
円
（
６
人
）
を
支
給
し
た
。

問
　
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
は
。

答
　
相
談
件
数
は
１
１
５
件
で
、
多

く
は
関
係
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
支
援
で

あ
る
。
継
続
支
援
計
画
の
作
成
は
な

か
っ
た
。
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託

し
、
専
門
相
談
員
が
対
応
し
て
い
る
。

問
　
工
業
団
地
調
整
池
な
ど
の
水
質

調
査
結
果
は
。

答
　
３
か
所
で
調
査
を
行
い
、
全
て

の
項
目
で
基
準
値
を
下
回
っ
た
。
現
在

は
結
果
を
公
表
し
て
い
な
い
が
、
今

後
は
公
開
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

問
　
学
校
の
水
泳
指
導
の
委
託
状
況

は
。

答
　
老
朽
化
で
プ
ー
ル
が
使
用
で
き

な
い
４
校
で
外
部
指
導
員
に
よ
る
授

業
を
実
施
し
、
専
門
性
と
安
全
性
の

向
上
が
図
ら
れ
た
。

令
和
7
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
5
号
）

（
議
案
第
62
号
）

問
　
長
倉
小
学
校
体
育
館
の
空
調
設

備
工
事
設
計
業
務
に
つ
い
て
、
計
上

の
根
拠
と
契
約
手
続
き
の
進
め
方
を

伺
う
。

答
　
当
初
は
１
社
か
ら
参
考
見
積
り

を
徴
し
て
予
算
を
計
上
し
た
。
実
際

の
設
計
業
務
に
当
た
っ
て
は
３
社
か

ら
見
積
り
を
取
り
、
契
約
金
額
が
１

０
０
０
万
円
以
下
の
案
件
と
し
て
５

社
以
上
を
指
名
し
て
入
札
を
行
う
予

定
で
あ
る
。
設
計
内
容
に
は
、
空
調

方
式
（
電
気
・
ガ
ス
両
方
式
）
の
比

較
提
案
や
、
体
育
館
の
断
熱
・
屋
根
・

床
・
受
変
電
設
備
改
修
も
含
ま
れ
る
。

設
計
は
10
月
か
ら
翌
年
２
月
を
予
定

し
、
翌
年
度
当
初
予
算
に
工
事
費
を

計
上
し
て
施
工
す
る
計
画
で
あ
る
。

問
　
学
校
運
営
協
議
会
委
員
へ
の
謝

礼
に
つ
い
て
多
く
の
自
治
体
で
は
、

学
校
運
営
協
議
会
の
委
員
を
臨
時
職

員
と
し
報
酬
で
支
払
っ
て
い
る
が
、

本
市
で
は
報
償
と
し
て
支
出
し
て
い

る
。
こ
の
ま
ま
の
形
を
続
け
る
の
か
。

答
　
近
隣
市
で
は
報
酬
で
支
払
う
例

が
多
く
、
本
市
も
改
正
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。
現
在
そ
の
準
備
を
進
め

て
お
り
、
翌
年
度
か
ら
の
実
施
を
目

安
に
し
て
い
る
。

令
和
7
年
度
幸
手
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）	

（
議
案
第
63
号
）

問
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
伴

う
シ
ス
テ
ム
回
収
事
業
委
託
料
の
内

容
は
。

答
　
令
和
8
年
度
か
ら
、
す
べ
て
の

医
療
保
険
加
入
者
を
対
象
に
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
金
を
徴
収
す
る
制

度
が
始
ま
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た

め
、
国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
シ
ス

テ
ム
を
改
修
す

る
も
の
で
あ

る
。
費
用
は
国

が
10
割
負
担
す

る
為
、
歳
入
歳

出
と
も
に
同
額

を
計
上
し
て
い

る
。
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令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て	
（
議
案
第
41
号
）

問
　
有
機
農
業
推
進
事
業
補
助
金
４

９
７
万
２
０
０
０
円
は
、
先
般
、
導

入
さ
れ
た
紙
マ
ル
チ
田
植
機
に
関
連

す
る
補
助
金
で
あ
る
と
い
う
前
提

で
、
そ
の
具
体
的
な
検
証
状
況
に
つ

い
て
。

答
　
付
加
価
値
の
高
い
有
機
米
の

産
地
開
発
を
進
め
、
幸
手
米
の
さ
ら

な
る
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
た
め
、
市

内
の
農
業
者
が
共
同
で
利
用
可
能
な

有
機
農
法
に
適
し
た
農
業
機
械
や
有

機
資
材
を
購
入
し
た
。
今
回
が
初
め

て
の
試
み
で
あ
っ
た
た
め
、
本
来
で

あ
れ
ば
１
反
あ
た
り
７
俵
の
収
穫
を

見
込
ん
で
い
た
が
、
予
想
以
上
に
雑

草
が
生
い
茂
り
、
結
果
と
し
て
１
反

あ
た
り
５
俵
程
度
の
収
穫
に
留
ま
っ

た
。
今
年
は
学
校
給
食
や
職
員
販
売

か
ら
有
機
米
の
提
供
を
開
始
し
、
認

知
度
を
高
め
て
い
く
。
来
年
以
降
は

生
産
量
を
増
や
し
、
地
域
全
体
で
生

産
か
ら
販
売
ま
で
を
促
進
し
、
大
規

模
な
展
開
を
目
指
す
所
存
で
あ
る
。

令
和
６
年
度
幸
手
市
幸
手
駅

西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て	

（
議
案
第
45
号
）

問
　
保
留
地
処
分
金
の
予
算
現
額
が

３
４
３
万
４
０
０
０
円
で
あ
り
、
調

定
額
と
収
入
済
額
が
４
１
０
万
４
０

０
０
円
で
あ
る
。

こ
の
差
額
に
つ
い
て
。

答
　
当
初
予
算
編
成
時
に
は
、
幸
手

駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
地
区
の

地
価
公
示
地
点
に
お
け
る
地
価
公
示

価
格
を
参
考
に
積
算
し
て
い
る
。
し

か
し
、
実
際
に
保
留
地
を
処
分
す
る

際
に
は
、
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
り
土

地
の
価
格
を
評
価
し
て
も
ら
っ
て
お

り
、
こ
の
差
額
が
発
生
す
る
の
で
あ

る
。令

和
６
年
度
幸
手
市
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い

て	

（
議
案
第
46
号
）

問
　
水
道
施
設
に
お
け
る
財
産
と
し

て
の
減
価
償
却
に
つ
い
て
。

答
　
公
営
企
業
法
の
施
行
規
則
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
年
数
に
基
づ
き
、
減

価
償
却
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

（
議
案
第
60
号
）

問
　
市
道
２
８
０
号
線
は
、
地
図
上

で
は
道
路
と
し
て
認
識
し
に
く
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
市
道
と
し
て
認
定

さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
。

答
　
市
道
２
８
０
号
線
の
認
定
は
昭

和
56
年
か
ら
59
年
頃
と
推
測
さ
れ
る

が
、
当
時
の
認
定
記
録
は
残
存
し
て

い
な
い
。

　
そ
の
当
時
か
ら
道
路
の
現
況
が
存

在
し
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
、
認
定

廃
止
の
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

令
和
７
年
度
幸
手
市
幸
手
駅

西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（
議
案
第
66
号
）

問
　
国
庫
支
出
金
３
４
６
９
万
２
０

０
０
円
の
減
額
理
由
に
つ
い
て
。

答
　
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
の

交
付
決
定
額
が
当
初
予
算
を
下
回
っ

た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
分
を
減
額
補

正
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
予
算
に

お
い
て
は
７
３
５
０
万
円
を
計
上
し

て
い
た
も
の
の
、
６
月
10
日
に
国
の

交
付
決
定
通
知
が
届
き
、
そ
の
通
知

に
は
３
８
８
０
万
８
０
０
０
円
と
記

さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
差
額
で
あ

る
３
４
６
９
万
２
０
０
０
円
を
減
額

す
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
７
年
度
幸
手
市
公
共

下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）	

（
議
案
第
68
号
）

問
　
受
益
者
負
担
金
１
９
６
万
円
の

減
額
理
由
に
つ
い
て
。

答
　
令
和
７
年
度
の
受
益
者
負
担
金

賦
課
分
に
お
い
て
、
当
初
見
込
み
よ

り
も
分
割
納
付
や
徴
収
猶
予
の
件
数

が
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
増
加
分
に
合
わ
せ
て
受
益
者
負

担
金
を
減
額
す
る
も
の
で
あ
る
。

こんな審査がされました

建
設
経
済
常
任
委
員
会


